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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属よりなる第一の外装部材と、
　導電性を有し、上記第一の外装部材とは異なる金属からなり、外装部をなし、上記第一
の外装部材と接触する部分領域であり、電気的に導通する第一の領域と、不導体表面処理
がなされた第二の領域と、該第二の領域中に不導体表面が剥離された領域表面であって機
器の外観には露出されない部分に配置され、水中に侵漬されたときには水が浸入し、腐食
電流が流れる第三の領域を有する第二の外装部材と、
　を有することを特徴とする異種金属を外装部材に有する機器。
【請求項２】
　上記第二の外装部材は、アルミニューム材よりなり、上記不導体表面処理は、アルマイ
ト処理であることを特徴とする請求項１に記載の異種金属を外装部材に有する機器。
【請求項３】
　上記第三の領域は、レーザ加工により上記不導体表面処理を除去したことを特徴とした
請求項１又は２に記載の異種金属を外装部材に有する機器。
【請求項４】
　上記第三の領域は、上記第一の領域より広く設定されていることを特徴とした請求項１
乃至３のいずれかに記載の異種金属を外装部材に有する機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、異種金属からなる外装部材を有する機器における上記外装部材の電食防止構
造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、異種金属からなる外装部材を有する機器において、上記外装部材の異種金属間に
腐食電位の差があり、かつ、互いに接触した状態で装着されているような構造を有してい
る場合、表面が露結状態、あるいは、水中に浸せきした状態にあると腐食電位の低い方の
外装部材が腐食される（電食）。例えば、防滴あるいは防水カメラ等であって、外装部材
として亜鉛合金、アルミニウム合金、ステンレス鋼等からなる外装部材が適用されたもの
では、上述したような外装部材の腐食が避けられない。そこで、特許文献１に開示された
カメラのカバー構造には、結露等によって生じた水分がある程度溜まっても、マグネシウ
ムカバーとステンレス本体シャーシなどのような、異種金属接触による腐食の発生が起こ
らない構造が提案されている。詳しくは、マグネシウム成形材から成る外装カバーを本体
シャーシに対して締結するカメラのカバー構造において、その締結部分においてのみ本体
シャーシと外装カバーとの電気的接続がなされる共に、上記締結部分は水分の侵入を阻止
するシーリングが施され、上記締結部分以外の領域においては、本体シャーシと外装カバ
ーとの間隔が所定量離れている。
【特許文献１】特開２００５－３２６６４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した特許文献１の開示されたカメラのカバー構造において、上記マグネシウムカバ
ーとステンレス本体との間に隙間を設けて上記締結部分以外では接触しないような構造と
なっているが、露結が甚だしい場合、あるいは、防水カメラ等で水中に浸せきして使用す
る場合には、必ずしも上記電気的接続部の周囲をシールしたとしても上記マグネシウムカ
バーに微小な傷等があると、上記マグネシウムカバー側の腐食電位が低いため、その部分
から腐食が始まる可能性があり、十分な防食対策とはいいきれない。
【０００４】
　本発明は、上述の不具合を解決するためになされたものであり、異種金属を外装部材と
する機器において、露結、あるいは、水中に浸せきされた状態にあっても、簡単な構成に
よって腐食（電食）の発生を抑えることができる機器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の請求項１記載の異種金属を外装部材に有する機器は、金属よりなる第一の外装
部材と、導電性を有し、上記第一の外装部材とは異なる金属からなり、外装部をなし、上
記第一の外装部材と接触する部分領域であり、電気的に導通する第一の領域と、不導体表
面処理がなされた第二の領域と、該第二の領域中に不導体表面が剥離された領域表面であ
って機器の外観には露出されない部分に配置され、水中に侵漬されたときには水が浸入し
、腐食電流が流れる第三の領域を有する第二の外装部材とを有する。
【０００７】
　本発明の請求項２記載の異種金属を外装部材に有する機器は、請求項１に記載の異種金
属を外装部材に有する機器において、上記第二の外装部材は、アルミニューム材よりなり
、上記不導体表面処理は、アルマイト処理である。
【０００８】
　本発明の請求項３記載の異種金属を外装部材に有する機器は、請求項１又は２に記載の
異種金属を外装部材に有する機器において、上記第三の領域は、レーザ加工により上記不
導体表面処理を除去する。
【０００９】
　本発明の請求項４記載の異種金属を外装部材に有する機器は、請求項１乃至３のいずれ
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かに記載の異種金属を外装部材に有する機器において、上記第三の領域は、上記第一の領
域より広く設定されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により異種金属を外装部材とする機器において、露結、あるいは、水中に浸せき
された状態にあっても、簡単な構成により腐食（電食）の発生を抑えることができる機器
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態の異種金属を外装部材に有する機器としてのカメラの正面
図である。図２は、上記カメラの平面図である。図３（Ａ），（Ｂ）は、上記カメラの左
側面図と右側面図である。図４は、上記カメラの本体、外装部材（後カバーを除く）の分
解斜視図である。図５は、上記カメラ（上記後カバーを除く）の横断面図である。図６は
、上記カメラの外装部材である前カバーの背面図であって、アルマイト処理部を部分的に
剥離した状態を示す図である。
【００１３】
　なお、上記カメラにおける撮影レンズの光軸を「Ｏ」で示し、以下の説明で光軸Ｏの被
写体側を前方（Ｆ）とし、像側を後方（Ｒ）とし、また、図１上のＸ方向を左右方向、Ｙ
方向を上下方向とする。
【００１４】
　本実施形態のカメラ１は、異種金属を外装部材に有する機器としての防水型カメラであ
り、図１～４に示すようにカメラ本体２と、モニタ窓２２が固着され、カメラ本体２の背
面部を覆う外装部材である後カバー２１と、カメラ本体２内に収納される各種のカメラ構
成部材（図示せず）と、カメラ本体２の前面部を覆い、後述する第一の外装部材とは異種
金属となる第二の外装部材としての前カバー３と、カメラ本体２の左、右側面部を覆う第
一の外装部材としての左側面カバー４、および、右側面カバー５と、前カバー３の前面部
に装着され、上下にスライド移動可能なバリア８と、バリア８の背面にスペーサ９を挟ん
で固着される摺動板１０と、摺動板１０の両サイドを摺動可能に押さえる左右の押さえ板
１１，１２と、前カバー３と摺動板１０とを連結するための連結板１３とを具備している
。
【００１５】
　カメラ本体２は、合成樹脂製の背面開口部をもつ箱形状の筐体からなり、カメラ本体２
の上面部には、パワースイッチ操作釦１９、レリーズスイッチ操作釦２０が配され、前面
部には、撮影レンズ開口部、ＬＥＤ開口部、ストロボ発光開口部が設けられ、バリア８の
移動に連動して回転するスイッチ操作レバー１８が配されている。下面部には、電池蓋７
が回動可能に装着される電池挿脱開口部が設けられている。
【００１６】
　後カバー２１は、合成樹脂製の枠部材であり、カメラ本体２の背面開口部を覆うように
取り付けられ、モニタ窓２２が装着されている。
【００１７】
　前カバー３は、アルミニューム合金製の板部材であり、表裏面はアルマイト処理が施さ
れており、さらに、後述するように裏面３ｒは、レーザ加工により部分的に上記アルマイ
ト処理面が剥離されている（図６）。この前カバー３は、カメラ本体２の前面部を覆う外
装部材であり、カメラ本体２の上、下面側に折り曲げれたコの字断面形状を有している。
後カバー２１の上面折り曲げ部にパワースイッチ操作釦とレリーズスイッチ操作釦用の開
口部３ｇと、前面部に撮影レンズ開口部３ａ、ＬＥＤ用開口部３ｃ、ストロボ用開口部３
ｂ、連結板用開口部３ｄと、下面折り曲げ部に電池蓋７のための切り欠き部３ｊとが形成
され、両側面には折り曲げ突起部３ｈ，３ｉが形成されている。撮影レンズ開口部３ａ、
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ＬＥＤ用開口部３ｃ、ストロボ用開口部３ｂは、カメラ本体２の撮影レンズ開口部、ＬＥ
Ｄ開口部、ストロボ発光開口部窓の前方に配されている。
【００１８】
　連結板１３は、ステンレス鋼板製の板部材からなり、金属製の一対の連結ピン１５を備
えている。この連結板１３は、前カバー３の連結板用開口部３ｄを塞ぐように取り付けら
れ、ビスを前カバー３のビス挿通穴３ｅ，３ｆに通し、連結板１３に設けられるネジ穴１
３ｅ，１３ｆに螺着して固定される。さらに、連結板１３には、後述するトグルバネ１４
の一端１４ａが懸架される金属製のピン１３ｇが植設されている。
【００１９】
　バリア８は、アルミニューム合金製の板部材であり、表裏面にはアルマイト処理が施さ
れている。
【００２０】
　摺動板１０は、ステンレス鋼板製の板部材であり、バリア８の裏面側に絶縁シート材か
らなるスペーサ９を挟んで接着固定されている。摺動板１０の両側方に折り曲げて後方に
突出するガイド突起部１０ａ，１０ｂが形成され、中央部に上下方向に沿ったガイド溝１
０ｃ，１０ｄが形成されている。ガイド溝１０ｃ，１０ｄには連結板１３の連結ピン１５
が係合する。さらに、摺動板１０は、トグルバネ１４の他端１４ｂが懸架される金属製の
ピン（図示せず）が植設されている。
【００２１】
　左側面カバー４は、ニッケルクロームメッキが施された亜鉛合金からなる外装部材であ
り、右側面カバー５は、ステンレス鋼板からなる外装部材であって、これらの外装部材は
、カメラ本体２の両側面にビスにより固着される。
【００２２】
　左押さえ板１１，右押さえ板１２は、それぞれステンレス鋼板からなる板部材であり、
カメラ本体２の両側面に左側面カバー４，右側面カバー５とともにビスにより固着され、
同時に摺動板１０のガイド突起部１０ａ、または、１０ｂを摺動可能に押さえる。
【００２３】
　上述した各構成部材は、カメラ本体２に対して図１，５に示すように組み付けられる。
すなわち、後カバー２１は、カメラ本体２の背面開口部を覆うように取り付けられ、ビス
により固着される。この固着状態でカメラ本体２の内部は密閉され、防水構造となる。
【００２４】
　前カバー３は、カメラ本体２の上、下面部に上面折り曲げ部と下面折り曲げ部をビスに
より固定して装着状態とする。
【００２５】
　前カバー３の前面部には、摺動板１０と一体化されたバリア８が連結板１３に連結ピン
１５にて連結された状態で上下方向に摺動可能な状態で装着される。
【００２６】
　さらに、左側面カバー４，右側面カバー５は、カメラ本体２の左、右側面にビスにより
装着されるが、前カバー３の側方の折り曲げ突起部３ｈ，３ｉと左押さえ板１１，右押さ
え板１２とをそれぞれ共締め、または、直付けによりカメラ本体２の両側面部に固着され
る。カメラ本体２へ固着された左押さえ板１１，右押さえ板１２は、摺動板１０のガイド
突起部１０ａ、または、１０ｂの前面を摺動可能に押さえ、さらに、摺動板１０の光軸Ｏ
方向の移動を規制する。
【００２７】
　また、摺動板１０のガイド突起部１０ａ、また、１０ｂは、カメラ本体２の前面に設け
られる左右のガイド溝に嵌入して組み付けられるので、バリア８と摺動板１０とは、一体
の状態で前カバー３の前面部を上下方向にスライド移動可能に支持される。
【００２８】
　上述した組み付け状態でバリア８が上方に移動したとき、トグルバネ１４の作用により
上方位置に付勢保持され、前カバー３の撮影レンズ開口部３ａ、ＬＥＤ用開口部３ｃ、ス
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トロボ用開口部３ｂは、バリア８によって覆われる。また、下方に移動したとき、トグル
バネ１４の作用により下方位置に付勢保持され、撮影レンズ開口部３ａ、ＬＥＤ用開口部
３ｃ、ストロボ用開口部３ｂの前面は開放され、撮影可能な状態になる。
【００２９】
　本実施形態のカメラ１における各外装部材等の電気的な導通関係は、図７の模式図に示
される。
【００３０】
　図７は、カメラ１を水中に浸せきした状態におけるカメラ本体と外装部材の状態を示す
模式図である。
【００３１】
　図７に示すように前カバー３に対して左、右側面カバー４，５および連結板１３は、ビ
スで圧接、または、螺合しているので、共に電気的に導通状態になっている。また、連結
板１３は、摺動板１０に対して連結ピン１５を介して電気的に導通状態にある。さらに、
バリア８を上方、および、下方に移動させて保持する金属製のトグルバネ１４を介して前
カバー３と一体になった連結板１３と摺動板１０とは、電気的に導通状態となっている。
但し、バリア８は、摺動板１０に対しては、絶縁部材のスペーサ９を介して固着されてい
るので電気的な導通はない。
【００３２】
　前カバー３は、圧接結合部となる折り曲げ突起部３ｈ，３ｉ上の外方側表面上に設けら
れたアルマイト剥離エリア３ｈ′，３ｉ′（電気的導通領域である第一の領域）にて左、
右側面カバー４，５と電気的に導通し、さらに、ビスによる螺着部となるビス挿通穴３ｅ
，３ｆの裏面周囲に設けられたアルマイト剥離エリア３ｅ′，３ｆ′（電気的導通領域で
ある第一の領域）にて連結板１３と電気的に導通している（図４）。
【００３３】
　ここで、カメラ１を水中に浸せきした場合を考えると、上述した構造から外装部材であ
る前カバー３は、カメラ本体２の前面との隙間を含め、他の異種金属の外装部材である左
、右側面カバー４，５や連結板１３とともに水中に浸せきする。水は、前カバー３の裏面
３ｒ側にも浸入する。
【００３４】
　上記各外装部材の腐食電位は、アルミニューム合金材料からなる前カバー３は、電気的
導通関係にあってステンレス鋼板からなる右側面カバー５や連結板１３、および、ニッケ
ルクロームメッキが施された亜鉛合金製の左側面カバー４に対して腐食電位が低い。
【００３５】
　従って、前カバー３の前面がアルマイト処理されたものであった場合、該アルマイト処
理された表面の一部にピンホール状の欠陥が存在するとそのピンホール部から水中を通し
て他の外装部材に腐食電流が流れ、徐々に該ピンホールから腐食（電食）が始まり、その
腐食がさらに進む可能性がある。
【００３６】
　そこで、本実施形態のカメラ１においては、前カバー３の外観に露出しない裏面３ｒに
て図６に示すように不導体表面となるアルマイト処理表面の所定エリアをレーザ加工によ
って剥離し、部分的に電気抵抗が極めて低い外部導通部を形成する。上記所定エリア（剥
離領域である第三の領域）は、具体的に前カバー３の裏面３ｒの下方に配されるアルマイ
ト剥離エリア３ｋと、撮影レンズ開口部３ａ、ＬＥＤ用開口部３ｃ、ストロボ用開口部３
ｂの裏面周辺に配されるアルマイト剥離エリア３ｍ，３ｎ，３ｐ，３ｑとからなる。
【００３７】
　なお、前述したように前カバー３には、連結板取り付け用のビス挿通穴３ｅ，３ｆの裏
面周辺、および、折り曲げ突起部３ｈ，３ｉ上の外方側表面も同様にレーザ加工等により
アルマイト処理表面が剥離され、それぞれアルマイト剥離エリア３ｅ′，３ｆ′、および
、アルマイト剥離エリア３ｈ′，３ｉ′が形成される。
【００３８】
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　なお、上記所定エリア（剥離領域である第三の領域）は、折り曲げ突起部３ｈ，３ｉの
アルマイト剥離エリアｈ′，３ｉ′とビス挿通穴３ｅ，３ｆの周囲のアルマイト剥離エリ
ア３ｅ′，３ｆ′からなるエリア（電気的導通領域である第一の領域）より広い。また、
前カバー３のアルマイト処理表面がなされたままの領域は、第二の領域となる。
【００３９】
　このように比較的大きいエリアのアルマイト処理剥離面を設けることにより水中使用時
での腐食電流の密度が極めて下がり、前述した前カバー３のアルマイト処理部のピンホー
ル等による局部的な腐食（電食）が抑えられ、目視できるような腐食がなくなる。
【００４０】
　なお、バリア８は、他の異種金属の外装部材と電気的に導通状態になく、腐食（電食）
される程度は少ない。
【００４１】
　以上、説明したように本実施形態のカメラ１によれば、異種金属を外装部材として備え
た防水機能をもつカメラにてアルミニューム合金製の外装部材である前カバー３の裏面を
部分的にアルマイト処理部分を剥離することによって、水中、または、露結状態での使用
時における腐食電流の分布範囲を増やし、アルマイト処理のピンホールにおける腐食（電
食）を抑えることができる。そのための構成として特に専用部品を特別用いる必要もなく
簡単な構成の外装構造が適用できる。
【００４２】
　この発明は、上記各実施の形態に限ることなく、その他、実施段階ではその要旨を逸脱
しない範囲で種々の変形を実施し得ることが可能である。さらに、上記各実施形態には、
種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組合せによ
り種々の発明が抽出され得る。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明による異種金属を外装部材とする機器は、露結、あるいは、水中に浸せきされた
状態にあっても、腐食（電食）の発生を抑えることができ、その構成も簡単である外装構
造をもつ機器として利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態の異種金属を外装部材に有する機器としてのカメラの正面図
である。
【図２】図１のカメラの平面図である。
【図３】図１のカメラの側面図であって、図３（Ａ）は、左側面図であり、図３（Ｂ）は
、右側面図である。
【図４】図１のカメラのカメラ本体、外装部材（後カバーを除く）の分解斜視図である。
【図５】図１のカメラ（後カバーを除く）の横断面図である。
【図６】図１のカメラにおける前カバーの背面図であって、アルマイト処理部を部分的に
剥離した状態を示す図である。
【図７】図１のカメラを水中に浸せきしたときのカメラ本体と外装部材の状態を示す模式
図である。
【符号の説明】
【００４５】
　　３…前カバー（第二の外装部材）
　３ｅ′，３ｆ′
　　　…ビス挿通穴の周囲のアルマイト剥離エリア（第一の領域）
　３ｈ′，３ｉ′
　　　…折り曲げ突起部のアルマイト剥離エリア（第一の領域）
　３ｍ，３ｎ，３ｐ，３ｑ，３ｋ
　　　…アルマイト剥離エリア（第三の領域）



(7) JP 5336789 B2 2013.11.6

　　４…左側面カバー（第一の外装部材）
　　５…右側面カバー（第一の外装部材）
　１３…連結板（第一の外装部材）

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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